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　国民健康保険税（国保税）は、国民健康保険（国保）の加入者

の皆さんが、病気やけがをしたときの医療費や介護保険の介護サ

ービス費用に充てられる大切な財源です。平成１７年度の国保税の

税率は、下表のとおりです。

平成１６年度平成１７年度区　　　　　分

５．２６％５．２６％所得割額

医療保険分

１９．９５％１９．９５％資産割額

１７，３００円２１，１００円均等割額

８，０００円８，０００円平等割額

５３万円５３万円課税限度額

１．１１％１．２０％所得割額

介護保険分 １１，７００円１４，９００円均等割額

８万円８万円課税限度額

　介護保険の介護サービス費用（介護給付費）が伸びていることによ

り、国保加入者のうち４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険

者）が負担する介護給付費納付金が増加し、財源不足が見込まれるた

め、介護保険分の税率が改定されました。

　　　所得割額　１．１１％ → １．２０％

　　　均等割額　１１，７００円 → １４，９００円

国民健康保険税の税率

　医療保険分については、昨年度に税率を改定しましたが、その際に、

急激な負担の増加を軽減するため、平成１６年度分に限り、均等割額を

２１，１００円のところ１７，３００円とする軽減措置がとられました。

　平成１７年度からはこの軽減措置がなくなり、均等割額は２１，１００円と

なります。

　加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　介護給付費は、利用者本人の

１割負担を除く５０％は、国や東

京都、市からの公費で負担さ

れ、残りの５０％は、介護保険の

被保険者（加入者）が負担するこ

とになっています。このうち、

４０歳から６４歳までの医療保険加

入者（第２号被保険者）は３２％を

負担することになっています。

　 　平成１７年度の介護給付費（国の予算概要から）　　

　・国全体の介護給付費　　　　　　　 　　　約６兆円

　・全国の第２号被保険者が負担する額　１兆９，１９０億円

　・全国の第２号被保険者数　　　　　　　　４，２５０万人

　・第２号被保険者一人当たりの負担額　　　 ４５，２００円

　国保をはじめ、健康保険組合、共済組合、政府管掌の健康保険などすべて

の保険者は、この全国一律の一人当たりの負担額４５,２００円にそれぞれの加入

者数を乗じて算定した額を、介護給付費納付金として納付することになって

います。

　小平市の国保の平成１７年度介護給付費納付金は、約８億６,０００万円となり、

平成１６年度と比較して、１４．５％の増となります。

　この介護給付費納付金のおよそ半分については、国の負担金などが交付さ

れ、残りの半分の４億３,０００万円について、国保税の介護保険分として賄わな

ければなりません。

　これに対して、従来の税率で推計すると、約５，６００万円の不足が見込まれる

ため、介護保険分の税率を改定する必要が生じたものです。

便利な口座振替をご利用ください便利な口座振替をご利用ください

　病気やけがをしたときの医療費や、
出産や死亡の際の給付などに充てられ
ます。

　介護保険の介護サービス費用に充て
られます。

医療保険分
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平成１７年度の変更点
介護保険分の税率改定

医療保険分の均等割額

介護保険分

平成１７年度の国民健康保険税の納税通知書は、７月８日（金）に発送の予定です

国保税の使いみち

　国保税の納付には、便利で、安心、納め忘れのない口座振替をご利

用ください。

　申込方法　

①金融機関・郵便局の窓口で申し込む場合

　　納税通知書、預（貯）金通帳、届出印を持参し、市の指定金融機

関（金融機関名は、納税通知書に記載しています）または郵便局で

申し込んでください。

　　市外の金融機関などには、口座振替依頼書が置いていない場合が

ありますので、事前に問い合わせてください。

②市役所に郵送で申し込む場合

　　納税通知書に同封の口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、預

（貯）金口座の届出印を押印して、郵便ポストに投かんしてください。

　振替の確認　

　「振替済みのお知らせ」は、省略しています。振替を確認する書面が

必要な場合は、申し出てください。
　

　　　　　　　口座振替など納付に
　　　　　　　関する問合せ　　　　

収納課　�０４２（３４６）９５２６

国保税に関する
　問　合　せ
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